
8 −はびきの　令和8年（2026年）1月−

青少年児童センターのリニューアルにあたり、運用面に変更点があります。（4 月1 日から）
変更前 変更後

開館時間 9:00 ～ 22:00 9:00 ～ 21:00
休館日 12 月29 日～１月３日 日曜、祝日および 12 月29 日～１月３日

貸館申請 使用月の前月の１日～15 日
使用する日の1カ月前から当日まで

（使用者の半数以上が青少年児童の
場合は2 カ月前から）

貸館申請時間 なし ９:00 ～ 17:00（先着順）

＜有料化について＞
●センターの目的である青少年児童における貸館は今までどおり無料です。
●センターの目的外使用（一般の方）に適正な受益者負担を求め、施設の維持管理や行政サービスの
　提供に必要なコストの一部を費用負担していただき未来ある子供たちのためにご協力をお願いします。

使用料（円）

施設名 9:00 ～12:00 12:00 ～15:00 15:00 ～18:00
（運動広場17:00まで） 18:00 ～21:00

各1～3 学習室 1,000 1,000 1,000 1,000
料理教室 2,000 2,000 2,000 2,000
体育館 1,500 1,500 1,500 1,500

運動広場 1,500 1,500 1,000
※備品および光熱水費込みの使用料。
　ただし体育館は、空気調和設備を使用する場合３時間につき電気代1,000 円を施設使用者の負担とします。

「子どもの居場所づくり」を目的とした、子どもすこやか広場事業（通称：一般開放）は、従来
どおり㈪～㈯13:00 ～17:00（夏休みなど長期休暇中は９:00 ～17:00）とし、各教室・体

育館・運動広場・図書室などの無料開放を継続して実施します。
（本事業の時間帯での貸館は行いません。）　その他詳細はウェブサイトをご覧ください。

■■問問 青少年児童センター　羽曳野市向野３－１－33　☎072-952-0032

【令和７年10 月１日よりサービスを開始しています】
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SAKA は、大阪府が構築した「個人向け」の総合行政ポータルで、利用者に

必要な羽曳野市と大阪府の情報をプッシュ型でお届けすることが可能となるサービスです。 ■■問問 行革DX推進課  行革担当

キャンペーン、デジタル通知
　   の登録方法はこちら→

青少年児童センター
ウェブサイト

（1 月 1 日 0:00 ～）

青少年児童セ青少年児童センンタターーのの運用方運用方法法がが変変わわりりますます  ～令～令和８年４月１日 新施設オープン～和８年４月１日 新施設オープン～

羽曳野市職員募集 ＜追加募集（令和８年４月１日採用）＞ 　■■問問 人事課
　詳しくは、羽曳野市ウェブサイト「羽曳野市職員採用試験募集要項」（１月５日㈪12:00 公開）をご覧ください。

職種 採用予定人員 年齢 受験資格

幼稚園教諭・保育士 １人程度 昭和55 年４月２日
以降に生まれた方

保育士（地域限定保育士を含む。）資格と幼稚園教
諭免許の両方を有しているか、令和８年３月31日
までに両方の資格を取得見込みの方

※筆記試験なし

市ウェブサイト
（1 月 5 日 12:00 ～）

24 時間ウェブ申込可
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デジタル通デジタル通知知のの登録登録がが完了した羽曳野市民限定完了した羽曳野市民限定キャキャンペーンンペーン

２月16 日㈪までに登録した方を対象に２月16 日㈪までに登録した方を対象に

3,0003,000 円円相相当の当のデジタルギフトを抽選でデジタルギフトを抽選で100100 人人にプレゼント！にプレゼント！
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